
杉並の問題をみんなで考える会 2019。 12.11

「考える会Jは、杉並区の住民たちが、

自分たち杉並区の住民たちのために

活動する市民グループです。

区民等及び区は、区政に関する情報

を共有 し、主権者である区民が、

自らの判断と責任の下に、区政に

参画できる住民自治の実現を目指す

ものとする

(自治基本条例…第3条 -2)

大日本帝国憲法の下で大正天皇が裁可した旧都市計画法

(1919(大正8)年 )。 現在の計画道路の多くは、この旧

法の下で計画決定された。

計画段階における公聴会開催を義務づけた新法は1969

(昭和43)年に成立。
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滑
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、

情
報
公
開
、
理
由
の
開
示
な
ど
に

意
を
用
い
て
い
く
べ
き
で
あ
る
」

「公
聴
会
の
開
催
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た
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す
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。

さ
ら
に
国
交
省
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続
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に
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よ
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す
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と
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